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１ 議 案 

・議案第51号 逗子市地域活動センターの指定管理者の指定について         （市民協働課） 

逗子市地域活動センター条例（平成16年逗子市条例第12号）別表に規定する逗子市地域活動センター

のうち12施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項

及び同条例第９条第２項の規定により提案するもの 

・議案第52号 逗子市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について   （職員課） 

市の厳しい財政状況を鑑み、財政対策プログラムに基づく緊急財政対策の取組として、市長、副市長

及び教育長の給料月額について減額措置を講じるに当たり、改正の要あるため提案するもの 

・議案第53号 逗子市市税条例の一部改正について                   （課税課） 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成29年法律第２号）の施行に伴い、３輪

以上の軽自動車税の税率の特例措置を延長すること等から、改正の要あるため提案するもの 

・議案第54号 逗子市小児の医療費の助成に関する条例の一部改正について     （子育て支援課） 

所得税法等の一部を改正する等の法律（平成29年法律第４号）の施行に伴い、改正の要あるため提案

するもの 

・議案第55号 逗子市国民健康保険条例の一部改正について             （国保健康課） 

平成30年度から、国民健康保険料の応能・応益割合を変更するとともに、保険料軽減割合を変更する

に当たり、改正の要あるため提案するもの 

・議案第56号 逗子市コミュニティセンター条例の一部改正について         （市民協働課） 

逗子市西部地域包括支援センターの移転に伴い、改正の要あるため提案するもの 

・議案第57号 平成29年度逗子市一般会計補正予算（第４号）              （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも１億7,006万9,000円の増額（補正後の総額196億6,660万7,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり 

（歳出） 

・緊急財政対策の取組として、市長、副市長及び教育長の給与等の減額措置を講じることに伴い職員

給与費269万4,000円を減額 

・土地売払収入の一部を基金に積み立てることに伴い財政調整基金積立金１億204万1,000円を増額 

・平成27年度及び平成28年度の一部の臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金の確定に伴い臨時福祉給

付金支給事業1,007万5,000円を増額 

・平成28年度市町村定率負担金の確定に伴い後期高齢者医療経費693万4,000円を増額 

・平成28年度生活保護費国庫負担金の確定に伴い生活保護事務費4,898万2,000円を増額 

（歳入） 

・旧山の根市営住宅用地の土地売払収入１億6,489万9,000円を予算化 

・その他所要の財源を措置するもの 

 

逗子市 ‐Press Release-  

平成29年逗子市議会第４回定例会付議予定事件 
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・議案第58号 平成29年度逗子市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）      （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも１億1,157万2,000円の増額（補正後の総額78億2,657万2,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり 

（歳出） 

・一般被保険者高額療養費の不足に伴い一般被保険者高額療養費支給事業7,080万円を増額 

・平成28年度療養給付費等及び特定健康診査等の国庫負担金の確定に伴い国庫支出金返納金3,713万

9,000円を増額 

（歳入） 

・所要の財源を措置するもの 

・議案第59号 平成29年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）        （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも333万2,000円の減額（補正後の総額70億3,416万8,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり 

（歳出） 

・介護保険システムの改修に伴い一般管理事務費351万円を増額 

・西部地域包括支援センターの委託法人による契約解除に伴う委託料の減額（708万3,000円）及び新

たな西部地域包括支援センターを平成30年４月から小坪小学校区コミュニティセンター内で開設す

るための準備経費の増額（274万1,000円）により、地域包括支援センター運営事業434万2,000円を

減額 

・委託法人による契約解除に伴い、地域包括ケアシステム推進事業50万円及び生活支援体制整備事業

200万円を減額 

（歳入） 

・所要の財源を措置するもの 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

電話046-873-1111（代表） 

※各議案の担当課にお尋ねください。 
 

議案とりまとめ担当：総務課 

電話046-873-1111（代表） 

 


